








自転車運転中に
危険なルール違反

をくり返すと

自転車運転者講習
を受けることに
なります。

講習の対象となる危険行為とは…

平成27年

6月1日
から

私は いつも
「ルール」と「マナー」

を守っている

●講習制度のながれ

■受講命令違反…5万円以下の罰金

など

改正道路交通法の施行に伴い

警察庁・都道府県警察

信号
無視

一時
不停止

酒酔い
運転

ブレーキ
不良自転車
運転

危険行為
を反復 受講命令 講習の

受講



自転車乗用中に特定の危険な行為をして

または

を過去３年以内に２回以上繰り返す。

都道府県公安委員会から講習受講命令！

講習を受講する。

講習を受講しない。

5万円以下の罰金！

法第３７条の２違反

[法]道路交通法

ブレーキ装置が無
かったりブレーキの
性能が不良な自転
車で走行する行為

アルコールの影響によ
り正常な運転が出来な
いおそれがある状態で
の走行

環状交差点内を通行
する車両等の進行を妨
害したり、交差点に入る
時に徐行しないなどの
行為

一時停止の標識を無
視して交差点に進入
したり、交差道路を通
行する車両等の進行
を妨害する行為

遮断踏切への立ち入り 交差点優先車妨害等

制動装置不備の自転車の運転 酒酔い運転 安全運転義務違反

右折時、直進車や左折車への通行妨害

指定場所一時不停止 歩道での歩行者妨害等

信号無視 通行禁止道路(場所)の通行

法第３３条第２項違反 法第３６条違反 法第３７条違反

法第８条第１項違反法第７条違反

車道と歩道等が区別
されている道路で自
転車が通行できない
歩道を通行したり、道
路の右側を通行する
行為

法第１７条第１項、第４項又は第６項違反 法第１７条の２第２項違反

歩行者用道路での徐行違反 歩道通行や車道の右側通行等 路側帯での歩行者の通行妨害

自転車の通行が認められている歩行者用道
路を通行する際に、歩行者に注意を払わ
ず、徐行しないこと

自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を
妨げるような速度と方法で通行する行為

「歩行者用道路」など、
道路標識等で自転車
の通行が禁止されてい
る道路や場所を通行す
る行為

法第９条違反

法第６３条の９第１項違反 法第６５条第１項違反 法第７０条違反

ハンドルやブレーキ等
を確実に操作しないで
通行したり、他人に危
害を及ぼすような速
度や方法で運転する
行為

歩道の車道寄りの部分や
通行指定部分を徐行しな
かったり(歩行者がいないと
きを除く)歩行者の通行を
妨害しそうなのに一時停止
をしないなどの行為

法第４３条違反 法第６３条の４第２項違反

遮断機が閉じていたり
閉じようとしていたり、ま
たは警報機が鳴ってい
る時に踏切に立ち入る
行為

交差点で右折する時
に、その交差点で直
進や左折をしようとす
る車両等の進行を妨
害する行為

環状交差点安全進行義務違反等

信号機のない交差点で、左
から来る車両や優先道路を
通行する車両等の妨害をし
たり、直近で道路を横断す
る歩行者に注意しないで進
行する行為等






























